
関西知財活用支援プラットフォーム

対象者

自社の強みである知的財産を経営に活用することに対して、興味や
意欲、課題認識等を有する中小企業者・スタートアップ企業*

*福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県に本社が
ある企業を対象とします。

支援のメリット
✓ 経営課題に対応した知見・専門性を有する知財専門家による
支援を受けることができる

✓ 経営戦略と連動した知財戦略支援を受けることができる

参加費 無料

支援回数 ５回程度（支援内容による）

支援期間 2024年 9月 ～ 12月（予定）

募集数 ５社程度

経営課題の解決に向けて
知財視点で支援を行います！

■応募概要の詳細、募集案内 (8/1(木)17時〆)
https://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/07_chizai_platform
/outline.html

■「知的財産活用BOOK vol.03」（右）
https://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/07_chizai_platform
/book_R5fy/book_2023.pdf

※令和5年度の支援事例、令和3-5年度の支援事例一覧などを掲載

近畿経済産業局が日本弁理士会関西会、日本弁理士会北陸会及びINPIT-KANSAIの協力の下に

実施する関西知財活用支援プラットフォームでは、2025年大阪・関西万博までに、知財を稼ぐ力にして経営

を行う企業を関西で多く創出することを目的としています。

本事業では、自社の有する強みを知的財産の視点から活用し、経営力強化に取り組みたい中小企業および

スタートアップ企業等に対し、将来的な競争力強化やブランド力向上を目指して、知財専門家による知財戦

略コンサルティング支援を行います。

問合せ先：近畿経済産業局 知的財産室 06-6966-6016

募集概要

支援事例は裏面へ



支援内容例

自社の強みの明確化

新規事業の方向性検討

ブランド力の向上

事業の付加価値を強化

特徴や技術を知財視点で客観的に捉え直すことで、

自社ならではの強みを把握し、経営資源として活用する。

特許情報を活用して、顧客ニーズの探索や自社の優位性

把握を行い、新規事業の方向性の決定に活かす。

事業の流れを俯瞰して、自社が優位に立てる領域を見出す。

生み出す付加価値を整理し、収益につながる方策を検討する。

ブランド体系の整理と商標の効果的な活用により、

自社のブランド力の向上を目指す。

支援事例
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